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鹿児島県教育委員会

信頼される教職員・学校を目指して
令和８年４月改訂

（体罰防止ハンドブックと統合）

※鹿児島県総合教育セン
ターのＨＰに校内研修等で
活用できる不祥事根絶関
連資料を掲載しています。

● 自身の言動や行動を振り返り見つめ直すことで、教育公務員
としてのモラルやあるべき教師像について考えよう。

● 他人事ではなく自分たちの事と捉え、一緒に考えよう。

１ 朝起きたら、先ず最初に考えよう。
□ 時間や心にゆとりをもって行動しよう。

□ 感謝の言葉を忘れず、自分の御機嫌を自分でつくろう。

□ 教職員としてふさわしい服装や勤務態度について考えるとともに、
公私の区別なく常に教職員であることを意識した言動を心掛けよう。

□ 児童・生徒に法やルールの遵守を教える立場であることを自覚しよう。

□ 「率先垂範」「師弟同行」「有言実行」を心がけよう。

□ 運転する前には、アルコールが残っていないかを確認しよう。

新しい一日 今日の学校にはどんなドラマが待っているだろう

□ 歩行者へ気を配るとともに、速度を守り、
車間距離をとるなど安全運転を心がけよう。

（「仮眠をとれば…、翌日になれば…」は大丈夫ではない。）
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□ 子どもと向き合う教職員の基本姿勢は

「Ｍ：見つめる」「ｏ：思いをめぐらす」「ｍ：向き合う」

① 児童生徒の言動や態度の背景を踏まえた指導を行っていますか？

② 児童生徒の気持ちに寄り添った指導を行っていますか？

③ 児童生徒が反抗的な態度を取った場合でも感情的にならず、落ち着いた指導を

行っていますか？

「学校教育には、子供の発達や教育的ニーズを踏まえつつ、一人一人の
可能性を最大限伸ばしていく教育が求められています。」

（生徒指導提要「まえがき」から）

２ 授業や勤務の前に考えよう。

□ 「たとえ身体的な侵害や、肉体的苦痛を与える行為でなくても、いたず
らに注意や過度な叱責を繰り返すことは、児童生徒のストレスや不安感
を高め、自信や意欲を喪失させるなど、児童生徒を精神的に追い詰め
ることにつながりかねません。」 （生徒指導提要「P105」から）

３ 勤務時間中に常に意識しよう。
■ 自らの言動は公務全体の信用に関わるものであることを心がける。

■ ヒヤリハット事例を職員で共有し、大きな事故を未然に防ぐ。

■ 悪い情報ほど早く、些細なことも情報共有する。

■ 常に最悪を想定して動く。（危機管理、生徒指導対応等）

■ 協働の基本は整理整頓であることを心がける。

■ 学校徴収金等の現金を学校に置かず適切に取り扱う。

■ 個人情報が入った記憶媒体や書類等は所定の位置に保管する。

■ 児童生徒の写真や個人情報等を許可なく、掲載・投稿しない。

■ 私的な端末で児童生徒の撮影や私的なやりとりを行わない。
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□ 児童・生徒を守るべき教師が、児童・生徒を苦しめることになっていません
か？

□ 肉体的苦痛を与える体罰はもちろん、高圧的な態度、大声での叱責、
ものを叩く・投げる等の不適切な指導も断じて許されません。

□ カッとなったら６秒待つ、アンガーマネジメントを心がけま
しょう。（一瞬で指導が暴力とならないように。）

□ 児童・生徒とSNS等を利用した私的なやりとりを行ってはいけません。

□ 児童・生徒への性暴力を含むわいせつ行為は、児童・生徒の心身の
健全な発達に関係する重大な問題であり、様々なハラスメントを含め、
重大な信用失墜行為であることを自覚しましょう。

□ 児童・生徒の声に耳を傾け、背景を含めて多面的に理解することを心掛
けましょう。

４ 児童・生徒への望ましい対応について考えよう。

□ 信念と独善的な考えはき違えないために、自分の言動に対する
「批判的な目」を持ちましょう。

□ 他者の声に素直に耳を傾けましょう。

□ 保護者の不安が「不信」に変わる前に、こまめに連絡しましょう。

□ 初動が大切。まずは、情報共有、丁寧な事実確認。チームで対応。

□ プロアクティブの３原則

「疑わしいときは行動せよ。」

「最悪事態を想定して行動せよ。」

「空振りは許されるが見逃しは許されない。」

５ 保護者への対応について考えよう。
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□ 一人で業務を抱えるのではなく、みんなで考え、みんなで取り組
みましょう。

□ 悩んでいたり元気がなかったりする同僚には声を掛けましょう。

□ 気になる指導や言動をしている同僚を見かけたら、声をかけましょう。

□ 「困った人は困っている人」と捉えましょう。

□ ハラスメントは相手に不快を与える行為です。何気ない言動が個人に
よって受け止めが異なる可能性があることを自覚しましょう。

□ 飲酒の際は節度を持ち、周りの人が不快に感じる言動を慎みま
しょう。

□ 飲酒後車両を運転することがないように、互いに声を掛けましょう。

６ 同僚への接し方を考えよう。

▲児童・生徒を裏切ることになる。 ▲本県教育への信頼が失われる。

▲法的責任が問われる。 ▲仕事、生活、家族等に大きな影響がでる。

２ わいせつ行為等関係

⑴ 児童生徒に対するわいせつ行為

３ 公金公物取扱い関係

⑴ 横領 ⑵ 窃取 ⑶ 詐取

４ その他の非行関係

⑻ 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

【学校職員の懲戒処分の指針（抜粋）】
第２ 標準例から

１ 一般服務関係

⑴ 欠勤 ⑻ 違法な職員団体活動 ⑼ 秘密漏えい

⒁ パワー・ハラスメント ⒂ 体罰 ⒃ 不適切な指導、言動

２ わいせつ行為等関係

⑴ 児童生徒に対するわいせつ行為等

⑵ 児童生徒以外の者に対するわいせつ行為等

４ その他の非行関係

⑷ 横領 ⑸ 窃盗・強盗 ⑹ 詐欺・恐喝

５ 交通事故・交通法規違反関係

⑴ 飲酒運転 ⑵ 飲酒運転以外での交通事故

一度失った信頼は、容易に取り戻すことはできません。

失うものは計り知れません。

７ もし不祥事を起こしてしまったら？

【免職等となる行為】【免職となる行為】
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８ 感謝の気持ちで一日を振り返ろう。

あなたを支え、応援してくれる人への感謝

同僚・上司の温かい支援への感謝

責任ある職に携われることへの感謝

あなたを“先生”と慕ってくれる児童・生徒への感謝

感謝の気持ちが信頼を育みます。

服務規律の厳正確保に全ての教職員が、自分の事、
自分たちの事として取り組もう。

信頼される教職員・学校を目指して。

教えることは学ぶことである

学ぶことは

深く生きようと願うことである

「いろいろな先生にかんしゃ」

わたしは学校でいろいろな先生におせわになっています。

とくに感しゃしたいのは、学しゅうしえんい員の先生や

花だんの先生です。学しゅうしえんい員の先生は、じゅぎょうで

問題がむずかしい時に、ヒントを教えてくれるからです。

校外学しゅうでは、安全に気をつけてくれたり、こまった

時にたすけてくれたりします。 （中略） 花だんの先生は、

あつい日も、あせをいっぱいかきながら草をぬいたり、花の

おせわをしたりして、グラウンドをきれいにしてくれます。

学校がきれいになるのでうれしいです。

手つだってくれたりおしごとをしたりみんながあん心して

勉強ができるように、いろんな先生がしています。感しゃの

気もちをわすれないで、毎日をすごしたいと思います。

南日本新聞「若い目」（令和６年１１月12日付）から（一部省略）

【教職員よろず相談】電話、電子メール、面接相談

県立図書館 ０９９－２２４－６２４８

E-mail：soudan01@pref.kagoshima.lg.jp

毎週水～土：9:30～20:00

日,火,祝：9:30～17:00

９ 教職員のあるべき姿について考えよう。

県総合教育センター「教學一如」の碑から

教職員よろず相談・メンタルヘルス相談について

【メンタルヘルス相談】電話、面接相談

県精神保健福祉センター ０９９－２１８－４７５５

毎週月～金：8:30～17:00

面接相談：毎週月（再来）木（新規・要予約）9:00～11:00
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【資料４】 
 

令和８年度 「服務規律の厳正確保」年間スケジュール（案） 

時期 
重点取組テーマ 

（◎は重点項目） 
ねらい・内容等 備考 

４月 【個別服務指導強化期間】 

◎ ４月服務通知の確認 

◎ 児童生徒性暴力等の防止 

・ 教員の相互理解 

・ 児童生徒性暴力等の防止 

等に基づく校内安全点検等 

・  校長による個別面談 

・  児童生徒性暴力等の防止等に

関するチェックリスト（管理職用、

教職員用） 

・  研修教材シリーズ⓪「教員のラ

イフキャリアとリスク」 

５月 【個別服務指導強化期間】 

・  速度超過及び交通事故等の 

防止 

◎ 職場におけるハラスメントの

防止 

・ 年度当初の繁忙期に多発

しているため。 

・  校長による個別面談 

・  研修教材シリーズ②「職員間の

ハラスメントのリスクについて考

えよう」 

６月 ・  個人情報、公文書等の厳正

な管理 

・  ＳＮＳ等の利用 

 

・ 定期試験・成績処理等の

情報管理 

・ ＳＮＳ等を利用した生徒と

の個人的なやりとりの禁止 

・  研修教材シリーズ③「児童生徒 

との不適切な関係のリスクについ 

て考えよう」 

７月 ・  会計事務の適正化と金品の

管理 

・ 学校行事に係る集金の管

理 

 

８月 【不祥事防止強化月間】 

◎  体罰、不適切な指導の防止 

 

・ ２学期の学校行事を見据

えて 

 

９月 ・   わいせつ行為の根絶 

 

・ 指針を踏まえた早期発見

のための措置及び未然防

止の取組確認 

 

10 月 ◎  職場におけるハラスメント

の防止 

・ 教員の相互理解、チーム

ビルディング 

 

11 月 ◎  飲酒運転の根絶 

 

・ 年末年始の飲酒機会増加

を見据えた対策 

・  研修教材シリーズ①「飲酒運転

のリスクについて考えよう」 

12 月 【不祥事防止強化月間】 

◎ 12 月服務通知の確認 ・ 虚礼の廃止等  

１月 ◎ わいせつ行為の根絶 

 

 

・ 指針を踏まえた早期発見

のための措置及び未然防

止の取組確認 

 

２月 ・  速度超過及び交通事故等の

防止 

・ 年度末の繁忙期に多発し

ているため。 

 

３月 ・  個人情報、公文書等の厳正

な管理 

・ 児童生徒の個人情報等  

 

※ 各学校の実態に応じて作成し、ご活用ください。 
※ 毎月、グループワーク等の研修を実施しなければならないわけではなく、啓発資料の配布や

チェックリストの実施等により年間を見通した確実な対策を講じてください。 


